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お知らせ

議員任期後半の議会人事が決まりました
5月8日に開催された第１回愛西市議会臨時会において役員改選が行われ、令和4年4月30日までの議会人事が決
定されましたのでお知らせします。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

議　長 副議長
島田　浩 神田康史

名　　　称 委　員　長 副委員長
総務文教委員会 大宮吉満 杉村義仁
建設福祉委員会 近藤　武 山岡幹雄
議会運営委員会 鷲野聰明 竹村仁司

議会広報特別委員会 山岡幹雄 原　裕司

児
童
手
当
現
況
届
を
ご
提
出
く
だ
さ
い

■問
子
育
て
支
援
課 

☎（
55
）７
１
１
８

　
現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は

毎
年
６
月
に「
児
童
手
当
現
況
届
」の
提
出
が

必
要
で
す
。
こ
の
届
け
は
、
前
年
の
所
得
状

況
や
６
月
１
日
現
在
の
養
育
状
況
な
ど
、
引

き
続
き
受
給
資
格
を
満
た
し
て
い
る
か
を
確

認
す
る
た
め
の
大
切
な
手
続
き
で
す
。

　

６
月
上
旬
に
受
給
者
の
方
へ
届
出
用
紙
を

送
付
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え

添
付
書
類
を
添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
方
は
、
原
則
職
場
で
の
手
続
き

と
な
り
ま
す
。
勤
務
先
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
届
出
の
際
必
要
な
も
の
／

①
印
鑑（
朱
肉
使
用
の
認
印
）

②
受
給
者
の
健
康
保
険
証
コ
ピ
ー
ま
た
は
年

金
加
入
証
明（
国
民
年
金
に
加
入
の
方
は
不

要
）

③
そ
の
他

・
単
身
赴
任
な
ど
で
、
養
育
し
て
い
る
児
童

の
住
所
が
市
内
に
な
い
方

→
対
象
児
童
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
物

※
右
記
以
外
に
、
申
立
書
な
ど
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
届
出
期
間
／
６
月
１
日（
月
）～
30
日（
火
）

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

※
郵
送
で
も
可

※
現
況
届
の
提
出
を
し
て
い
た
だ
け
な
い
場

合
、
６
月
分
以
降
の
手
当
を
受
給
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

く
ら
し

高
齢
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
事
業

の
対
象
者
を
拡
充
し
ま
す

■問
高
齢
福
祉
課 
☎（
55
）７
１
１
６

　
７
月
１
日
か
ら
80
歳
以
上
の
す
べ
て
の
方

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
受
付
開
始
日
／
７
月
１
日（
水
）

▼
助
成
料
金
／
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
場
合

の
基
本
料
金
と
迎
車
回
送
料
金
を
助
成
し
ま

す
。
利
用
券
は
年
間（
年
度
）24
枚
で
す
。

▼
対
象
者
／
申
請
時
に
満
80
歳
以
上
の
方

▼
利
用
の
範
囲
／
居
宅
と
公
共
施
設
お
よ
び

医
療
機
関
の
間

▼
持
参
す
る
も
の
／
本
人
が
確
認
で
き
る
写

真（
縦
３
㎝
×
横
2.5
㎝
）、
印
鑑

▼
申
請
先
／
高
齢
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所

教
科
書
展
示
会

■問
愛
知
県
教
育
委
員
会
義
務
教
育
課

☎
052（
954
）６
７
９
９

▼
日
時
／
６
月
５
日（
金
）～
７
月
１
日（
水
）

▼
場
所
／
市
役
所
南
館
１
階

▼
内
容
／
教
科
書
に
対
す
る
理
解
や
関
心
を

深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
小
中
学
校
で
使
用

す
る
教
科
書
を
展
示
し
ま
す
。

▼
そ
の
他
／
会
場
に
投
書
箱
を
用
意
し
て
い

ま
す
の
で
、
ご
意
見
や
ご
要
望
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

▼
所
得
制
限
／

扶養親族等の数 所得額
０人 622.0万円
１人 660.0万円
２人 698.0万円
３人 736.0万円
４人 774.0万円
５人 812.0万円

※ 請求者（受給者）本人のみの所得
で判定します。

※ 所得制限額は、扶養親族が1人増
えるごとに38万円が加算されます。

※所得から一律8万円を控除します。

▼
支
給
額
／（
児
童
１
人
・
月
額
）

児童の年齢 児童手当
（所得制限未満の方）

特例給付
（所得制限以上の方）

０歳～３歳
（３歳に到達した月まで） 15,000円

5,000円３歳～
小学生

第１子・第２子 10,000円

第３子以降 15,000円

中学生 10,000円

※ 第3子以降とは、高校卒業まで（18歳の誕生日後の最初
の3月31日まで）の養育している児童のうち、3人目以
降をいいます。

※
受
給
者
の
所
得
が
所
得
制
限
限
度
額
以
上

の
場
合
は
、
児
童
の
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
、

児
童
１
人
に
つ
き
一
律
で
月
額
５
千
円

※
児
童
が
18
歳
に
な
っ
た
後
、
最
初
の
３
月

31
日
を
過
ぎ
る
と
、
児
童
手
当
制
度
上
は
子

ど
も
の
数
に
数
え
ま
せ
ん
。

▼
届
出
先
／
子
育
て
支
援
課
お
よ
び
各
支
所

問　議会事務局　☎（55）7141

市役所　〒496-8555（住所不要）　　FAX（26）1011　　  https://www.city.aisai.lg.jp/




